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１ はじめに

新型コロナウイルス感染症については、今なお警戒が必要な状

況にあります。

こうした中でも、学校においては、感染者の発生や拡大への配

慮を継続するとともに、学校における感染のリスクを可能な限り

低減した上で、子供の健やかな学びを保障するため、教育活動の

維持・継続に向けた取組を進めていくことが重要です。

本ガイドラインは、文部科学省の学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアルを基に、県やみどり市の

状況を踏まえてまとめたものです。具体的な内容としては、「家庭

へのお願い」、「学校の対応」、「感染が疑われる場合や感染した場

合」、の３つの内容から構成されています。

各学校では、この「みどり市立学校の新型コロナウイルス感染

症対策〈教育活動を維持・継続するためにVer.９〉」を基に感染症

対策を講じ、児童生徒の心身の健全な育成と豊かな学びに向けた

教育活動を推進していきます。

なお、本感染症対策については、現時点での最新の知見に基づ

き作成したものですが、今後本市の感染状況の変化や新たな知見

が得られた場合には、随時見直すことを予定しています。
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２ 家庭へのお願い

（１）登校時

□体温、咳、風邪症状などを「検温カード」に記入し捺印する。

□発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、登校を

ひかえる。

※風邪症状等で出席をひかえる場合は、欠席扱いにはなりません。

□ハンカチやタオルを共有させないように必ず持たせる。

□登下校時は、密接とならないようにし、交通安全に気を付けな

がら登校させる。スクールバスを利用する際は、換気を行うと

ともに過密乗車を避け、座席の数と比して利用者が多くなる場

合には、会話をひかえることについても指導する。

□こまめな水分補給のため、水筒等で飲み物を持たせる。

※毎日の持ち物（水筒、清潔なハンカチ・ティッシュ、必要に

応じて、マスクやマスクを外した際に入れるビニール袋や布等）

（２）日常生活の中で

新型コロナウイルス感染症は、一般的に飛沫感染、接触感染で

感染することから、感染経路を絶つため、以下のことに留意する。

□正しい手の洗い方や咳エチケットの習慣を身に付ける。

□適度な運動、睡眠、バランスのよい食事で抵抗力を高める。

□換気の悪い密閉空間、多くの人が密集する場所、近距離での会

話や発声がある人と密接する場所を避ける。

□帰宅した後はすぐに石けんによる手洗いをするなど、家庭でも

感染防止対策を実践する。

飛沫感染： 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他

の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染すること。

接触感染： 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウ

イルスが付着する。他の方が触るとそのウイルスが手に付着し、その手で

口や鼻に触れることで粘膜から感染すること。
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（３）その他

□児童生徒・教職員にマスクの着用を求めないことを基本とする。

□アレルギーや基礎疾患がある場合は、主治医等に相談した上で、

対応について学校と確認する。

□感染が心配なため、登校をひかえる場合は学校に相談する。

※学校が出席停止の措置をとるのは、以下の場合となる。

参考：出席停止の取扱いについて

学校保健安全法第１９条の ・感染が判明した者
規定に基づく出席停止 ・感染者の濃厚接触者に特定された者

・学校で感染者と接触があった者のうち、手洗いなどの
手指衛生や咳エチケット、換気等の基本的な感染対策
を行わずに飲食を共にした者等
・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられる者
・（必要に応じて）感染が拡大している地域において同居
の家族に発熱等の風邪症状がみられる者

「非常災害等児童生徒又 ・医療的ケア児や基礎疾患児について、登校すべきでな
は保護者の責任に帰すこ いと判断された場合
とができない事由で欠席し ・感染症が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒に
た場合などで、校長が出席 ついて、感染経路の分からない患者が急激に増えてい
しなくてもよいと認めた日」 る地域であるなどにより、感染の可能性が高まっている
として扱う場合 と保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断

する場合
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３ 学校の対応

（１）登下校時

□登校した際に、石けんでの手洗いまたは手指消毒を実施する。

□登校後、教室等で「検温カード」の確認を行い、発熱の状況を含め、

児童生徒一人一人の健康観察をする。

※発熱の目安は、３７．０℃以上または平熱＋０．５℃とする。

□「検温カード」を忘れた場合は、検温とともに健康観察を実施する。

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある児童生徒は、家庭に

連絡し、自宅待機（出席停止扱い）をお願いする。

※平熱が高い場合は学校に相談する。

（２）学校生活で

□手洗いは、「手洗いの６つのタイミング」を踏まえ、外から教室に

入る時、咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、給食の前後、掃除の後、

トイレの後、共有のものを触った後には実施する。

※手洗い場の混雑を避けるため、休み時間の取り方などを工夫する。

□学校教育活動においては、基本的にマスクの着用を求めないことと

する。様々な事情によりマスクの着用を希望したり、健康上の理由か

ら着用できない児童生徒もいることから、マスクの着脱を強いること

のないようにする。

□密接を避けるため、授業等における具体的な活動場面や使用す

る施設の状況等を踏まえた上で、児童生徒等の間隔を可能な限り

とり、座席間にも触れ合わない程度の距離を確保する。

□休み時間中の児童生徒の行動には、教員の目が必ずしも届かないこ

とから、地域の感染状況及び学校の状況に応じて、会話をする際に

は一定程度距離を保つ、なるべく体が接触するような遊びはひかえ
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るなど、休み時間中の行動についての必要なルールを設定すること

なども含めて、指導の工夫をする。

□こまめな水分補給を促す。

□校内に、咳エチケットのポスターを掲示し、児童生徒への指導

を徹底する。

（３）授業中には

□教室では、常時換気を基本とし、最低でも３０分に１回以上の２方向

換気を行う。（空調使用時においても同様とする）

□以下のような「感染のリスクが比較的高い学習活動」については、

常時換気を行う、大声での会話をひかえる、児童生徒間の距離を確

保する等、一定の感染症対策を行った上で実施する。

・児童生徒が対面形式となるグループワークや一斉に大きな声で

話す活動

・理科における児童生徒がグループで行う実験や観察

・音楽科における合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の演奏

・図画工作科、美術科における児童生徒が行う共同制作等の表現

や鑑賞の活動

・家庭科におけるグループで行う調理実習

・体育科・保健体育科における組み合ったり接触したりする運動

（４）給食時には

□配膳台と机を常に清潔にし、必要に応じてナプキン等を敷いて食べ
るようにする。

□給食の前後には全員の手洗いを徹底する。配膳係は手指消毒も実

施する。

□給食の配膳を行う児童生徒及び教職員については、下痢、発熱、

腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指

は確実に洗浄したか等、給食当番が可能であるかを点検する。
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□食べる際には、大声での会話はひかえる、対面の児童生徒の間に一

定の距離（１ｍ程度）が確保できない場合には机を向かい合わせにし

ない等、飛沫を飛ばさない工夫を行う。

（５）学校行事等は

□修学旅行や高原学校、宿泊学習などの泊を伴う行事の実施につ

いては、感染状況や受け入れ先の状況を踏まえて実施方法を検

討する。その他、バスを利用する校外学習も同様とする。

□運動会や文化祭、学習発表会など、児童生徒が密集して長時間

活動する学校行事は、各行事の特性等に応じた感染症対策を講

じた上で実施する。

□学校行事等の実施方法については、決定し次第、その都度家庭

に連絡する。

□身体測定や各種検診は、学校医、学校歯科医と相談し、実施の

時期や実施方法を確認した上で実施する。６月30日までに実施

することができない場合は、年度末までの間に、可能な限りす

みやかに実施する。特に、検診場所に一度に多くの児童生徒を

入れない、検診器具の消毒を徹底するなどの対応をする。

（６）保健室では

□健康診断の際も含め、３密の状態が発生しないよう留意する。

□児童生徒が体調不良を訴えて保健室に来室した場合は、可能な限り

児童生徒との距離を保つとともに、対応後はしっかり手洗いを行う。

□複数の児童生徒が保健室を利用する場合、他の児童生徒と接するこ

とがないよう、児童生徒間の距離をとったり、カーテンやついたてを

利用したりするなどの工夫をする。

□学校で児童生徒の発熱を確認した場合は、安全に帰宅させ、医療機
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関を受診するよう依頼する。

□体調不良の児童生徒を帰宅させる場合で、保護者の迎えを待つ等

で学校にとどまらせる必要がある場合は、他の者との接触を可能な

限り避けられるよう、学校の実態に応じて別室で待機させるなどの

配慮をする。ただし、その際は体調の悪い児童生徒を１人にしない。

（７）健康・安全指導は

新型コロナウイルス感染症防止も重要であるが、より命の危険に

直結する健康・安全指導を優先するという意識をもって対応する。

□気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日には、熱中症の対策を優

先的に行う。

※暑さ指数【WBGT】は環境省ウェブサイトで提供

□エアコンの適切な使用について留意する。

□授業中を含め、こまめな水分補給を促す。

□避難訓練等を行うことができない場合は、地震や火災が起きた

ときの行動等について、発達の段階に応じた指導を行う。特に

避難の際は、「密」を避けることよりも、命を守る避難行動が重

要であることを理解させる。

（８）部活動では（小学校クラブ活動もこれに準ずる）

部活動等については、地域の感染状況を踏まえた上で、以下の

点に留意して実施する。

□健康・安全の確保のため、教師や部活動指導員等がついて指導

するなど、活動状況を確認する。

□活動時間については、部活動方針に定める時間の範囲内で、状

況によっては短時間にするなど段階的に開始する。また、怪我の

防止や熱中症予防に十分留意する。

□生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられる時は、

部活動への参加を見合わせ、自宅で休養させる。
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□部室等の利用に当たっては、「３つの密」を可能な限り避けるよ

うにする。

□対外試合等（練習試合、合同練習等）は、学校として責任をもって、

大会等の参加時と同様の感染防止対策をとるようにする。

（９）その他

□感染が心配で登校をひかえる児童生徒がいた場合の学習につい

ては、ＩＣＴ機器の活用も含めて、必要に応じて課題を用意し

たり、個別指導を行ったりするなどの配慮をする。

□感染者やその家族等に対する偏見や差別につながるような行為

は、断じて許されないものであり、新型コロナウイルス感染症

に関する適切な知識をもとに発達段階に応じた指導を行うこと

などを通じ、このような偏見や差別が生じないようにする。

（１０）清掃や消毒についての配慮事項

消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果は

あるが、学校生活の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させる

ことは困難である。このため、一時的な消毒の効果を期待するよ

りも、清掃により清潔な空間を保ち、健康的な生活により児童生

徒の免疫力を高め、手洗いを徹底することの方が重要である。

このため、下記「①普段の清掃・消毒のポイント」に沿って、

通常の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れて

いく。その際、教職員の過度の負担増とならないよう配慮する。

①普段の清掃・消毒のポイント

□清掃用具の劣化や衛生状態及び適切な道具がそろっているかを

確認するとともに、使用する家庭用洗剤や消毒液については、

新型コロナウイルスに対する有効性と使用方法を確認する。

□床は、通常の清掃活動の範囲で対応し、特別な消毒作業は行わな
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い。

□机、椅子についても、特別な消毒作業を行う必要はないが、衛生環

境を良好に保つ観点から、清掃活動において、家庭用洗剤等を用い

た拭き掃除を行うことも考えられる。

□大勢がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は１日に

１回程度、水拭きした後、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで

拭く。また、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことでこれに代

替することも可能である。なお、手洗いが適切に行われている場合

には、これらの作業を省略することができる。

□トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で清

掃し、特別な消毒作業の必要はない。

□器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒

を行うのではなく、使用前後に手洗いを行うよう指導する。

②感染者が発生した場合の消毒について

□児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、学校薬剤師等と

連携して消毒を行う。必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う必

要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される

物品（当該感染者が高頻度で触った物品）を消毒用エタノールまた

は0.05％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液または、遊離塩素濃度25p

pm（２５ｍｌ/L）以上の亜塩素酸水消毒液により消毒するようにする。

□物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によっ

て異なるが、24時間～72時間くらいと言われており、消毒できてい

ない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置も考

えられる。

□消毒は、「（参考）消毒の方法及び主な留意事項について」を参考に

行う。なお、トイレについては、消毒用エタノールまたは0.1％の次亜

塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒する。
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（参考）消毒の方法及び主な留意事項について※１

消毒用エタノール 一部の界面活性剤 次亜塩素酸ナトリウ 次亜塩素酸水
※２ ム消毒液※３

・消毒液を浸した布 【住宅・家具用洗剤】 ・0.05%の消毒液を ・製品の用法・用量に

巾やペーパータオ ・製品に記載された使 浸した布巾やペーパ 従って必要に応じて

ルで拭いた後、そ 用方法どおりに使用 ータオルで拭いた後 希釈

のまま乾燥させる 【台所用洗剤】 は、必ず清潔な布等 ・有機物が存在する

使用 ・布巾やペーパータ で水拭きし、乾燥さ 環境下での使用が

方法 オルに、洗剤をうす せる（材質によって 想定されています

めた溶液をしみこま は変色や腐食を起こ ・遊離塩素濃度25pp

せ、液が垂れないよ す場合があるため） m以上の亜塩素酸

うに絞って使う。拭 ・感染者が発生した場 水をペーパータオル

いた後は、清潔な布 合のトイレでは0.1% 等に染み込ませてか

等で水拭きし、最後 の消毒液を使用 ら対象物を拭く

に乾拭きする ・拭いた後数分以上

置いた後、水気を拭

き取る

清掃作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにする

・引火性があるので ・効果が確認された ・必ず手袋を使用（ラ ・「新型コロナウイル

電気スイッチ等へ 界面活性剤が使わ テックスアレルギー スの消毒・除菌方法

の噴霧は避ける れている洗剤のリス に注意） について」（※１）にお

・換気を充分に行う トをＮＩＴＥウェブサイ ・色落ちしやすいもの ける「３．モノに付着

トで公開している（随 腐食の恐れのある金 したウイルス対策」

主な 時更新） 属には使用不可 の「６.亜塩素酸水」

留意点 ・希釈した次亜塩素酸 参照

ナトリウムは使い切

り、長時間にわたる

作り置きはしない

・換気を十分に行う

・噴霧は絶対にしない

・児童生徒等には扱

わせない

※１ 消毒を行う際は、以下の情報を参照すること。

「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html）

※２ 効果が確認された界面活性剤を含む洗剤を使用する場合は、以下の情報を参考にすること。

・別添資料９「有効な界面活性剤を含有するものとして事業者から申告された製品リスト（2021 年４月22 日

版）」（独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）のホームページ

（https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html）において随時更新）

※３ 「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」を指す。

・電気分解によって生成された「電解型次亜塩素酸水」と、次亜塩素酸ナトリウムのpH調整やイオン交換、ジク

ロロイソシアヌル酸ナトリウムの水溶などによって作られた「非電解型次亜塩素酸水」の両方を含む。



- 11 -

４ 感染が疑われる場合や感染した場合

新型コロナウイルス感染症は、地域の感染レベルに関わらず、引き

続き流行への警戒を継続し、地域における感染者が増加した場合に備

えて流行の監視体制を強化するとともに、その場合の学校における対

応について想定準備を進めておくことが重要である。

（１）児童生徒や教職員が感染が疑われる場合や感染した場合

①学校への連絡

□濃厚接触者となった場合や児童生徒等や教職員の感染が判明した

場合には、学校へ連絡する。

②教職員の感染に備えて

□教職員が感染し、急遽出勤できなくなる可能性も想定して、教職員

間で業務の内容や進捗、学級の状況等の情報共有を日頃から行う

ことや、教職員が出勤できなくなった場合の指導体制等の校務分掌

について検討を進めておく。

（２）学校で感染者が確認された場合の対応

□学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合、校長は、

感染した児童生徒等について出席停止の措置をとるほか、感染者が

教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義

務の免除等により出勤させないようにする。また、児童生徒等や教

職員が濃厚接触者と判定された場合にも、同様の措置をとる。

（３）濃厚接触者等の特定について

□各自治体が感染拡大の防止のために必要と判断する場合、学校にお
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いて濃厚接触者の特定が行われる場合がある。その際は、以下の考

え方を参考にする。

＜濃厚接触者等の候補の考え方＞

校内の濃厚接触者等の候補の範囲は、感染者の感染可能期間（発症２日前（無症状者の場

合は、陽性確定に係る検体採取日の２日前）から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期

間）のうち当該感染者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において以下の

①又は②いずれかに該当する児童生徒等及び教職員とする。

①濃厚接触者の候補

・感染者と同居（寮等において感染者と同室の場合を含む）又は長時間の接触があった者

・適切な感染防護なしに感染者を介護していた者

・感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）に直接触れた可能性の高い者（１メートル以内の距離で

互いにマスクなしで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当する

場合がある）

・手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なしで、感染者と

15 分以上の接触があった者（例えば、感染者と会話していた者）

②濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補

・感染者からの物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者等

（感染者と同一の学級の児童生徒等）

・大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした者等（感染者と同一の部活動に所

属する児童生徒等）

・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等

（４）感染が判明した場合の臨時休業等の対応について

学校で家庭内感染ではない感染者が発生したときなど、学校内で感

染が広がっている可能性が考えられる場合には、学校医等の助言を踏

まえて学校と教育委員会が協議し、臨時休業を決定する。

臨時休業の期間については、濃厚接触者等の特定及びその検査結

果が判明し、全体像が把握できるまでの５日間程度とする。

臨時休業の範囲については、次の基準により判断する。
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①学級閉鎖

□同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合。

□感染が確認された者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症

状を有する者が複数いる場合。（※ただし、学校に２週間以上来て

いない者の発症は除く。）

□その他、学校と市教育委員会で協議し、必要と判断した場合。

②学年閉鎖

□複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性

が高い場合。

③学校全体の臨時休業

□複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性

が高い場合。


